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(1) 

平成17年６月29日 

株 主 各 位 
 

大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 
取締役社長 森 田  豊 

 

定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知 
 

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。 

 さて、本日開催の当社第134期定時株主総会において下記のとおり報告

並びに決議されましたのでご通知申しあげます。 

敬 具 
 
記 
 

報 告 事 項 1. 平成17年３月31日現在の連結貸借対照表、第134期（平成16年４月１日

から平成17年３月31日まで）連結損益計算書及び営業報告書並びに会計

監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 

2. 平成17年３月31日現在の貸借対照表及び第134期（平成16年４月１日か

ら平成17年３月31日まで）損益計算書報告の件 

 本件はその内容を報告いたしました。 

決 議 事 項 

第１号議案 第134期利益処分計算書案承認の件 

 本件は原案のとおり承認可決されました。なお、利益配当金は普通株式１株

につき12円と決定いたしました｡ 

第２号議案 定款一部変更の件 

 本件は原案のとおり承認可決されました。定款変更の内容は次のとおりであ

ります。 
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（下線は変更部分） 
 

変 更 前 定 款  変 更 後 定 款  

 (発行株式総数) 
第５条 当会社の発行する株式の総数は

32億646万株とし、このうち30億株は
普通株式、２億646万株は優先株式と
する。ただし、株式の消却または優
先株式につき普通株式への転換があ
った場合には、これに相当する株式
数を減ずる。 

 

 (発行株式総数) 
第５条 当会社の発行する株式の総数は

31億2,500万株とし、このうち30億株
は普通株式、１億2,500万株は優先株
式とする。ただし、株式の消却また
は優先株式につき普通株式への転換
があった場合には、これに相当する
株式数を減ずる。 

（基準日） 
第７条 当会社は、毎営業年度末の株主

名簿に記載または記録された株主
(実質株主名簿に記載または記録され
た実質株主を含む。以下同じ｡）をも
って、その営業年度に関する定時株
主総会において権利を行使すること
ができる株主とする。 
前項のほか必要あるときは、あらか
じめ公告して基準日を定めることが
できる。 

（基準日） 
第７条 当会社は、毎営業年度末までに

発行された株式については、同年度
末日の最終の株主名簿に記載または
記録された株主（実質株主名簿に記
載または記録された実質株主を含
む。以下同じ｡）をもって、その営業
年度に関する定時株主総会において
権利を行使することができる株主と
する。なお、営業年度末日の翌日か
ら定時株主総会までに発行された株
式については、当該株式発行時の株
主名簿に記載または記録された株主
をもって、その定時株主総会におい
て権利を行使することができる株主
とする｡ 
前項のほか必要あるときは、あらか
じめ公告して基準日を定めることが
できる。 
 

（議長） 
第11条 株主総会の議長は取締役社長が

これにあたる。 
取締役社長に事故があるときは、取
締役会においてあらかじめ定めた順
序により、他の取締役がこれにかわ
る。 

（議長） 
第11条 株主総会の議長は取締役会にお

いてあらかじめ定めた取締役がこれ
にあたる。 
当該取締役に事故があるときは、取
締役会においてあらかじめ定めた順
序により、他の取締役がこれにかわ
る。 
 

（員数） 
第15条 当会社に取締役20名以内を置

く。 

（員数） 
第15条 当会社に取締役15名以内を置

く。 
 

（新設）  (解任) 
第16条の２ 取締役は株主総会の決議に

よってこれを解任できる｡ 
前項の取締役の解任の決議は、総株
主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の３分の
２以上に当たる多数をもってする｡ 
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変 更 前 定 款 変 更 後 定 款  

（取締役会） 
第17条 当会社の取締役全員をもって取

締役会を組織する。 
取締役会は取締役会長が招集しその
議長となる。取締役会長を置かない
ときまたは事故があるときは、取締
役社長がこれにあたり、取締役社長
に事故があるときは、取締役会にお
いてあらかじめ定めた順序により、
他の取締役がこれにかわる。 
取締役会招集の通知は会日から１週
間前までに各取締役および各監査役
に対して発する。ただし、緊急のと
きはこれを短縮することができる。
取締役会の決議は、法令に別段の定
めがある場合を除き、取締役の過半
数が出席し、その取締役の過半数を
もってする。 
取締役会の議事の経過の要領および
その結果は議事録に記載し、議長な
らびに出席した取締役および監査役
が記名なつ印する。 
 

（取締役会） 
第17条 当会社の取締役全員をもって取

締役会を組織する。 
取締役会は取締役会長が招集しその
議長となる。取締役会長を置かない
ときまたは事故があるときは、取締
役社長がこれにあたり、取締役社長
に事故があるときは、取締役会にお
いてあらかじめ定めた順序により、
他の取締役がこれにかわる。 
取締役会招集の通知は会日から３日
前までに各取締役および各監査役に
対して発する。ただし、緊急のとき
はこれを短縮することができる。 
取締役会の決議は、法令に別段の定
めがある場合を除き、取締役の過半
数が出席し、その取締役の過半数を
もってする。 
取締役会の議事の経過の要領および
その結果は議事録に記載し、議長な
らびに出席した取締役および監査役
が記名なつ印する。 

（新設）  (解任) 
第24条の２ 監査役は株主総会の決議に

よってこれを解任できる｡ 
前項の監査役の解任の決議は、総株
主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の３分の
２以上に当たる多数をもってする｡ 

   
第３号議案 取締役11名選任の件 

 本件は高橋 温、森田 豊、幡部高昭、荒木二郎、藤井豪夫、渋谷正雄及び

井上育穗の７氏が再選され重任し、新たに中井正彦、鈴木 優、安藤友章

及び常陰 均の４氏が選任され就任いたしました。 

第４号議案 監査役２名選任の件 

 本件は新たに野口裕史及び平尾光司の両氏が選任され就任いたしました。 

第５号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金贈

呈の件 

 本件は取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴い、退任又は重任の取締役

村上仁志、高橋 温、森田 豊、幡部高昭、櫻井俊治、宮川和雄、荒木二郎､

藤井豪夫、渋谷正雄、井上育穗及び青山行男の11氏並びに退任又は在任中の

監査役田辺榮一、鈴木 優、髙村幸一、廣江恒夫及び前田 庸の５氏に対

し、それぞれ当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を

打ち切り支給することとし、その贈呈の時期は取締役及び監査役を退任され

る時、退職慰労金の具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、

監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。 

以 上 
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 おって、同日開催の取締役会において、取締役会長に高橋 温、取締役社長に森田 豊

が選任され、また次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。 
 

専務執行役員 
(取締役を兼務) 

幡部 高昭 常務執行役員 
(取締役を兼務) 

常陰  均

     

専務執行役員 
(取締役を兼務) 

荒木 二郎 執 行 役 員 
 

千田  正

     

専務執行役員 
(取締役を兼務) 

藤井 豪夫 執 行 役 員 
 

涌田 暢之

     

専務執行役員 
(取締役を兼務) 

渋谷 正雄 執 行 役 員 
 

深澤  隆

     

専務執行役員 
(取締役を兼務) 

井上 育穗 執 行 役 員 
 

浅井 英彦

     

常務執行役員 
(取締役を兼務) 

中井 正彦 執 行 役 員 
 

中林 義雄

     

常務執行役員 
 

井上 政清 執 行 役 員 
 

堅田 憲弘

     

常務執行役員 
 

大塚 明生 執 行 役 員 
 

松井  孝

     

常務執行役員 
 

向原  潔 執 行 役 員 
 

縄田 満児

     

常務執行役員 
(取締役を兼務) 

鈴木  優 執 行 役 員 
 

草川 修一

     

常務執行役員 杉田 光彦 執 行 役 員 
 

服部 力也

     

常務執行役員 奥野 博章 執 行 役 員 
 

雨宮 秀雄

     

常務執行役員 
(取締役を兼務) 

安藤 友章 執 行 役 員 筒井 澄和

     

 


